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告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
美
男
美
女
の
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

髙
須
賀 

重
行 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
領
家
千
百
三
十
六
番
地
七 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、事
業
者
や
個
人
に
対
し
て
異
業
種
交
流
や
経
営
セ
ミ
ナ
ー
の
機
会
を
提
供
し
、 

 

意
見
交
換
や
情
報
交
換
を
行
う
こ
と
で
事
業
者
同
士
や
事
業
者
と
個
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広 

 

げ
、
経
済
活
動
の
活
性
化
を
は
か
る
。
ま
た
、
上
記
の
事
業
に
加
え
、
個
人
の
自
己
啓
発
を
促 

 

す
た
め
の
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
を
企
画
し
、
幅
広
い
世
代
の
様
々
な
立
場
の
人
々
が
社
会
と
前
向
き 

 

に
関
わ
り
な
が
ら
心
豊
か
に
過
ご
せ
る
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
一
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
及
び
役
員
名
簿
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二

月
間
、
県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え

置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（h

ttp://www.saitamaken-npo.net/
）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
二
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
越
谷
Ｓ
Ｏ
Ｈ
Ｏ
ま
ち
づ
く
り
協
議
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

山 

田 

和 

明 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

（
変
更
前
）
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
西
町
三
丁
目
五
番
六
―
一
号 

（
変
更
後
）
埼
玉
県
春
日
部
市
豊
町
二
丁
目
七
番
四
十
六
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
越
谷
市
を
中
心
と
し
た
近
隣
の
市
町
村
に
お
い
て
、
環
境
の
保
全
・
環
境
負

荷
の
軽
減
活
動
を
通
し
て
地
域
経
済
を
活
性
化
し
、
Ｓ
Ｏ
Ｈ
Ｏ
事
業
者
及
び
起
業
者
の
育
成
・

活
動
の
支
援
、
雇
用
創
出
・
雇
用
機
会
拡
大
を
図
り
福
祉
の
増
進
と
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
号



告 
 

示 

  
次
に
掲
げ
る
建
設
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
が
確
知
で
き
な
い
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

木
村
速
建
株
式
会
社 

有
限
会
社
黒
川
建
設 

 

株
式
会
社
サ
ク
セ
ス
ホ

ー
ム 

有
限
会
社
川
本
工
業 

 

有
限
会
社
大
山
土
木 

有
限
会
社
ワ
イ
ズ
建
工 

株
式
会
社
浦
和
レ
ッ
キ

ン
グ 

株
式
会
社
睦
工
業 

ア
ー
キ
テ
ク
ト
株
式
会

社 

商
号
又
は
名
称 

木
村 

利
正 

黒
川 

一
夫 

 

髙
石 

常
雄 

 

川
本 

弘
道 

武
居 

芳
孝 

谷
ケ
﨑 

純
一 

鎌
田 

利
光 

長
谷
川 

輝
仁 

立
川 
幸
弘 

代
表
者
の
氏
名 

埼
玉
県
三
郷
市
栄
四
丁
目
三
五
〇
番
地 

埼
玉
県
朝
霞
市
根
岸
台
七
丁
目
二
三
番
四
八

号 埼
玉
県
朝
霞
市
岡
一
丁
目
一
九
番
二
〇
号 

 

埼
玉
県
蕨
市
塚
越
五
丁
目
一
五
番
一
号
わ
ら

び
市
民
公
園
ハ
イ
ツ
一
〇
二
号 

埼
玉
県
草
加
市
苗
塚
町
三
九
三
番
地
二 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
川
崎
二
三
四
番
地
一 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
大
字
広
ヶ
谷
戸
一

〇
番
地
一
〇 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
北
浦
和
三
丁
目

七
番
一
三
号 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
本
町
東
二
丁
目

五
番
一
九
号 主

た
る
営
業
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
号



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
九
十
六
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
航
空
写
真
撮
影
）
は
、
平

成
二
十
五
年
一
月
七
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
深
谷
市
長
小
島
進
か
ら
通
知
を

受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
さ
い
た
ま
市
長
清
水
勇
人
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す

る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

さ
い
た
ま
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
さ
い
た
ま
市
基
準
点
復
旧
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

さ
い
た
ま
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
一
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
五
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
号



告 
 

示 

  
朝
霞
市
か
ら
朝
霞
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
号



告 
 

示 

  
朝
霞
市
か
ら
朝
霞
都
市
計
画
高
度
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
七
号



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

田 
 

 

学 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路

線

名 

赤
浜
小
川
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

                      



         

   新
Ｂ 

新
Ａ 

旧
Ａ 

旧 
新 

別 

寄
居
町
大
字
富
田
字
中
居
五
六
〇
番
一

地
先
か
ら
同
町
大
字
牟
礼
字
新
井
一
七

八
番
一
地
先
ま
で 

寄
居
町
大
字
富
田
字
中
居
五
五
七
番
一
地

先
か
ら
同
町
大
字
牟
礼
字
新
井
一
七
八
番

一
地
先
ま
で 区 

 
 
 

間 

 

一
三
・
〇
〇
～ 
 
 
 
 
 

二
五
・
一
八 

 

 

一
〇
・
六
五
～ 

四
二
・
三
〇 

  
 

 
 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

   
 

一
，
四
八
七
・
二
八 

   
 

一
，
三
三
四
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  
  

道
路
改
築
工
事 

旧
道
は
寄
居
町
へ
引
き
継
ぐ 

予
定 

 
 
備 

 
 
 
考 
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